
ショートステイ　利用料金

（１）基本料金（１日あたり） （２）食費・居住費（１日あたり）

従来型個室

１割 2割 ３割 食費 居住費 食費 居住費

要支援1 451円 902円 1,353円 300円 0円 300円 380円
要支援2 561円 1,122円 1,683円 600円 430円 600円 480円
要介護１ 603円 1,206円 1,809円 1,000円 430円 1,000円 880円
要介護２ 672円 1,344円 2,016円 1,300円 430円 1,300円 880円
要介護３ 745円 1,490円 2,235円 1,445円 915円 1,445円 1,231円
要介護４ 815円 1,630円 2,445円
要介護５ 884円 1,768円 2,652円

第１段階 市町村民税非課税世帯、生活保護・老齢福祉年金受給者、預貯金等の資産の状況 単身1000万円以下・夫婦2000万円以下
第２段階 市町村民税非課税世帯、年金80.9万円以下の方、預貯金等の資産の状況 単身650万円以下・夫婦1650万円以下
第３段階① 市町村民税非課税世帯、年金80.9万円超120万円以下の方、預貯金等の資産の状況 単身550万円以下・夫婦1550万円以下
第３段階② 市町村民税非課税世帯、年金120万円超の方、預貯金等の資産の状況 単身500万円以下・夫婦1500万円以下
第４段階 市町村民税課税世帯

（３）加算項目（１日あたり）

金額

1割 2割 3割

看護体制加算Ⅰ（介護予防を除く） 4円 8円 12円

看護体制加算Ⅱ（介護予防を除く） 8円 16円 24円

15円 30円 45円

利用者に対して送迎を行う場合 184円 368円 552円

緊急短期入所受入加算(介護予防を除く) 90円 180円 270円

▲30円 ▲60円 ▲90円

要支援1 ▲9円 ▲18円 ▲27円

要支援2 ▲13円 ▲26円 ▲39円

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 22円 44円 66円

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 18円 36円 54円

生産性向上推進加算（Ⅱ） 10円 20円 30円

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）

要介護度
かたくり荘従来型 介護保険負担限

度額認定区分

多床室

第１段階

内容 備考

連続して30 日を超えて同一の介護予防短期入所生活介護事業

要所に入所している利用者。

連続31日以上介護予防短期

入所生活介護を行った場合

常勤の看護師を1 名以上配置していること（空床利用時に限り）。

看護職員の数が、常勤換算方法で、入所者の数が25 又はその端数を増すごとに1 以

上であり、かつ、配置すべき看護職員の数に1 を加えた数以上であること。

・夜勤職員が基準より1名多く配置していること。

・夜勤時間帯を通じ看護職員又は①社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1 条各号

のいずれかの行為の実地研修を修了した介護福祉士、②特定登録証の交付を受けた

特定登録者、③新特定登録証の交付を受けている新特定登録者、④認定特定行為業

務従事者のいずれかを1人以上配置し、①②③の場合は、喀痰吸引等業務の登録を、

④の場合は特定行為業務の登録を受けていること。

利用者の心身の状態、家族の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利

用者に対して、その居宅と指定短期入所生活介護事業所との間の送迎を行う場合

（片道につき）。

利用者の状態や家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員

が、緊急に指定短期入所生活介護を受けることが必要と認めた者に対し、居宅サー

ビス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所生活介護を緊急に

行った場合。※当該指定短期入所生活介護を行った日から起算して7 日(利用者の日

常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14 日)を限度。

夜勤職員配置加算（Ⅲ）イ

（介護予防を除く）

⾧期利用者に対して短期入所生活介護を

提供する場合（介護予防を除く）

連続して30 日を超えて同一の指定短期入所生活介護事業所に入

所している場合。

※連続61 日以上短期入所生活介護を行った場合には算定しない。

所定単位数（基本報酬単位＋各種加算）×14％が料金に加算（月額）

第３段階①
第２段階

第３段階②
第４段階

・利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を

検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラ

インに基づいた改善活動を継続的に行っていること。

・1年以内ごとに1回、業務改善の取り組みによる効果を示すデータの提供（オンラ

インによる提出）を行うこと。

介護職員の総数に占める介護福祉士の割合が、80%以上または勤続10 年以上介護福

祉士の割合が35％以上。

介護職員の総数に占める介護福祉士の割合が60%以上。



（４）日額料金 あくまで目安の料金となります。

◎多床室 （条件/保険負担割合1割の場合) 

介護度 第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階② 第４段階 2割負担 3割負担

要支援1 1,060円 1,790円 2,190円 2,490円 3,120円 3,881円 4,641円

要支援2 1,186円 1,916円 2,316円 2,616円 3,246円 4,132円 5,017円

要介護1 1,251円 1,981円 2,381円 2,681円 3,311円 4,262円 5,212円

要介護2 1,329円 2,059円 2,459円 2,759円 3,389円 4,419円 5,448円

要介護3 1,413円 2,143円 2,543円 2,843円 3,473円 4,585円 5,698円

要介護4 1,492円 2,222円 2,622円 2,922円 3,552円 4,745円 5,937円

要介護5 1,571円 2,301円 2,701円 3,001円 3,631円 4,902円 6,173円

◎従来型個室 （条件/保険負担割合1割の場合) 

介護度 第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階② 第４段階 2割負担 3割負担

要支援1 1,440円 1,840円 2,640円 2,940円 3,436円 4,197円 4,957円

要支援2 1,566円 1,966円 2,766円 3,066円 3,562円 4,448円 5,333円

要介護1 1,631円 2,031円 2,831円 3,131円 3,627円 4,578円 5,528円

要介護2 1,709円 2,109円 2,909円 3,209円 3,705円 4,735円 5,764円

要介護3 1,793円 2,193円 2,993円 3,293円 3,789円 4,901円 6,014円

要介護4 1,872円 2,272円 3,072円 3,372円 3,868円 5,061円 6,253円

要介護5 1,951円 2,351円 3,151円 3,451円 3,947円 5,218円 6,489円


